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佐伯市過疎地域持続的発展計画（令和８年度～12 年度）の素案について

（概要） 

 

１ 趣旨・目的 

  令和３年４月１日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定

されたことに伴い、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、佐伯市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～７年度）（以下「現計画」

という。）を策定しているところです。 

  本計画の計画期間が令和７年度末で終了することから、引き続き過疎地域の持続

的な発展のための施策を推進するため、佐伯市過疎地域持続的発展計画（令和８年

度～12 年度）（以下「新計画」という。）に変更する必要があります。 

   

２ 新計画の概要 

（１）計画の名称：佐伯市過疎地域持続的発展計画 

（２）計 画 期 間：令和８年度～12 年度（５年間） 

 （３）計画の記載事項 

項目 内容 

１ 基本的な事項 ①佐伯市の概況、②人口及び産業の推移と動向 

③行財政の状況、④地域の持続的発展の基本方針 

⑤地域の持続的発展のための基本目標 

⑥計画の達成状況の評価に関する事項 

⑦計画期間、⑧公共施設等総合管理計画等との整合 

２ 移住・定住・地域間交

流の促進、人材育成 

①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業計

画、④公共施設等総合管理計画等との整合 

３ 産業の振興 ①現況と問題点、②その対策（目標指標）、③事業計

画、④産業振興促進事項※、⑤公共施設等総合管理計

画等との整合 

４ 地域における情報化 ①現況と問題点 

②その対策（目標指標） 

③事業計画 

④公共施設等総合管理計画等との整合 

５ 交通施設の整備、交通

手段の確保 

６ 生活環境の整備 

７ 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福祉の

向上及び増進 

８ 医療の確保 

９ 教育の振興 

10 集落の整備 
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  ※ 「３ 産業の振興」の「④産業振興促進事項」については、これを記載することに

より、国税（所得税・法人税）の減価償却の特例及び地方税（本市においては固定資

産税）の減収補填措置が適用されることになります。（対象業種は、新計画の 33 ペー

ジ参照）。 

 

 （４）新計画作成に当たっての基本的な考え方について 

   ①県方針及び市の各種計画との整合 

    計画の作成に当たっては、県が定めた過疎地域持続的発展方針に基づくとともに、

本市の第２次佐伯市総合計画、第３期佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略、佐

伯市公共施設等総合管理計画などの各種計画との整合を図るため、必要に応じ、時

点修正を行いました。 

      

   ②持続的発展に資する事業を計上 

    過疎法の趣旨は、単に市町村の財政運営を支援するものではなく、過疎地域が非

過疎地域となることを目指すものです。この趣旨に鑑み、事業の計上に当たっては、

過疎対策事業債の充当の有無にかかわらず、過疎地域の持続的発展に資する事業に

ついて計上しています。 

 

③計画の達成状況の評価に関する事項について 

    新計画の達成状況の評価についても現計画と同様に、「毎年度、市長において検

証を実施し、市議会に報告する」こととしています。 

     

（５）現計画から新計画への変更点について 

  ①佐伯市過疎地域持続的発展計画（令和８年度～12 年度）素案 新旧対照表につ 

いて、現計画から新計画への変更点を朱書きで記載しています。 

 

   ②地域の持続的発展のための基本目標について 

    地域の持続的発展のための基本目標については、総務省から「人口」については

必須目標であり、「社会増減」についてもその記載を要請されています。 

    新計画では、次のとおり基本目標を設定しました。 

人口 社会増減 

令和 12 年度末の本市の人口 令和 12 年の本市の人口の社会減

11 地域文化の振興等 

12 再生可能エネルギーの

利用の推進 

13 その他地域の持続的発

展に関し必要な事項（自

然環境の保全及び再生） 
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を５６,７０１人とする。 を２７人とする。 

 

    ☞ 目標設定の根拠 

      新計画における令和７年度基準値は、より実数に近い大分県の人口推計（令和７

年 10 月１日）の数値「６０,４９７人」を用いました。 

目標数値については、第２期佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略における人

口シミュレーションに基づき、令和７年度から令和 12 年度の人口減少数「３,７９

６人」、令和８年から令和 12 年までの５年間における社会増減「１３９人の減」

により推計しました。 

      よって、人口の目標については「令和 12 年度末の本市の人口を５６,７０１人」、

「令和 12 年の本市の人口の社会減を２７人」としました。 

 

 ③目標指標に関する記載について 

  新計画においても現計画と同様に、各施策について「現況と問題点」を整理し、

その「対策」を記載しています。 

  具体的には、３３の対策について、５５の指標を設定しています。 

 

   ④公共施設等総合管理計画との整合に関する記載について 

    施設整備に係るいずれの過疎対策についても、現計画と同様に佐伯市公共施設等

総合管理計画との整合が図られている旨の記載をしています。 

 

３ 今後のスケジュール 

 （１）12 月 22 日～１月 22 日 

 新計画（素案）に係る「パブリックコメント」の実施 

 （２）１月下旬 

     新計画（案）を大分県に提出（正式協議） 

 （３）２月下旬 

     市議会３月定例会に「佐伯市過疎地域持続的発展計画の変更について」の 

議案を提出 


